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Ⅰ 育英財団の概要

１，名称                 

公益財団法人 とよしん育英財団 

  ２，代表者(理事長)     

  藤嶋 伸一郎 （豊田信用金庫 理事長） 

  ３，所在地               

豊田市元城町１丁目４８番地 豊田信用金庫本店内 

  ４，設立者              

 豊 田 信 用 金 庫 

  ５，設立年月日及び名称等変更           

１９８０年（昭和５５年）４月  (財）とよしん奨学育英会 設立  

        １９９９年（平成１１年）４月  (財）とよしん育英財団  名称変更 

        ２０１２年（平成２４年）４月  公益財団法人へ移行 

  ６，基 金 

           ３億５百万円 

  ７，目 的 

            この法人は、愛知県内における一般子弟のうち、学術優秀又は奨学金の受給により 

成績の向上が見込まれる者、品行方正でありながら、経済的理由により修学が 

困難な者に対する奨学援護による社会的有用な人材の育成を図ること及び地域の 

教育文化活動の発展に貢献することを目的とする。 

  ８，事業  

       この法人は、目的を達成するために次の事業を行う。 

         （１）愛知県内に居所を有する中学生及び高校生に対する奨学金の給付。 

      （２）愛知県内で教育活動等を行う者または団体に対する表彰及び助成。 

      （３）その他この法人の目的を達成するために必要な事業。



Ⅱ  奨学生募集要綱 

１，奨学生の応募資格について     

（１）愛知県内に居所を有する中学生及び高校生。 

（２）学業優秀または奨学金受給により成績の向上が見込まれる者で、品行方正であり、学費の 

支弁が困難と認められること。 

  （３）在学学校長の推薦があること。 

２，奨学生の種類 

      中学校奨学生  高等学校奨学生 

３，奨学金 

     （１）給付金額   中学校奨学生  月額  ７，０００円 

               高等学校奨学生 月額 １０，０００円 

      （２）給付期間    奨学生に決定した年度の４月から正規の最短修業年限とする 

     （３）奨学金の返還 不要 

４，奨学生の募集人員    

   中学校奨学生   １５人（予定） 

 高等学校奨学生  １５人（予定） 

※ 各学校推薦は２名までとします。 

※ 但し、高校生の応募において、中学生時に当財団の奨学生であった者は２名の 

  募集枠とは別に応募が可能です。 

５，奨学金給付開始月     

毎年８月（ただし、該当年の４月分からさかのぼって給付する)それ以後毎月一定日 

（２８日・休日の場合は前日）指定口座（本人）への振込みとして、特別の事情が 

ある場合は、２カ月分以上を合わせて給付することが出来る。 

６，奨学生願書の提出     

（１）応募される方は、２０２５年４月４日(金)から２０２５年５月７日(水)までに 

下記提出書類（①～⑧）を在学学校長経由で提出願います。 



①  とよしん育英財団奨学生願書 （当財団所定用紙） 

②  家庭状況調査書 （当財団所定用紙） 

③  奨学生推薦書 （当財団所定用紙） 

④  在学証明書 （学校所定用紙） 

⑤  成績表 （学校所定用紙） 

⑥  住民票 （市区町村 ※同一世帯全員の記載があるもの） 

⑦  所得証明書または源泉徴収票 （税務署・市区町村など ※同一世帯で所得がある方 

           全員）  

⑧  その他必要と認める書類 （市区町村など） 

 児童扶養手当や遺児手当等、その他手当等や年金等の受給該当者で、それを証明する

証明書（市区町村など）（例：児童扶養手当証書、児童手当支給通知書、県及び市遺児

手当年金振込通知書等、実際の受給額の確認できる書類）の写し等 

７，奨学生の選考及び決定  

      （１）出願書類により第１次選考を行い、第１次選考通過者を決定します。（５月） 

      （２）第１次選考通過者を対象に、当財団の奨学生選考委員により決定します。（５月） 

       （３）奨学生選考委員会の選考を経て、理事長が最終決定します。（６月） 

      （４）選考結果は、在学学校長経由で応募者全員に通知します。（６月） 

８,奨学生受給決定後 

     （１）奨学金振込指定口座届の提出 

        奨学生決定の通知を受けた方は、奨学金の振込指定口座届を当財団に提出願います。 

        振込指定口座は豊田信用金庫本支店の普通預金口座で、本人名義のものに限ります。 

豊田信用金庫の口座をお持ちでない方は、すみやかに口座を開設してください。 

          （２）奨学生認定書授与式 

         新規奨学生に対して「奨学生認定書授与式」を７月下旬頃に行う予定です。 

保護者・本人の出席をお願いします。 

      （３）年度終了時の報告 

         奨学生は年度終了時、３月末までに次の書類を当財団あてに提出願います。 

① 生活状況報告書 （当財団所定用紙） 

② 在学証明書   （学校所定用紙・当財団所定用紙） 

③ 学業成績証明書 （学校所定用紙） 

          ④ 卒業時は進路報告書 （当財団所定用紙） 



      （４）届出住所や連絡電話番号に変更があった場合や、奨学金振込口座に変更があった場合 

         など各種の変更が生じた場合には、変更届（当財団所定用紙）を提出ください。 

      （５）奨学生が下記重要な事項に該当した場合は、直ちに届け出なければならない。 

① 休学、復学、転学、退学した時。 

② 停学その他の処分を受けた時。 

9, 奨学金の休止・復活   

 （１）奨学生が休学しまたは長期にわたって欠席したときは、奨学金の給付を休止する。 

       （２）奨学生の学業または性行などの状況により指導上必要があると認めた時は、奨学金の 

交付を停止する。 

（３）奨学金の交付を休止または停止された者が、その事由が止んで在学学校長を経て願い 

出た時は、奨学金の交付を復活することがある。 

10,奨学金の取消し 

       奨学生が次の各号に該当すると認める時は、在校学校長の意見を徴して奨学金の交付を 

取消しする。 

① 傷い疾病などのため成業の見込みがなくなった時。 

② 学業成績または操行が不良となった時。 

③ 奨学金を必要としない理由が生じた時。 

④ 奨学生として適当でない事実があった時。 

⑤ 在学学校で処分を受けて学籍を失った時。 

⑥ その他当財団の定款に抵触する時。 

11,その他 

（１)書 類 送 付 先    

〒 471-8601  豊田市元城町１丁目４８番地  豊田信用金庫本店内 

              公益財団法人 とよしん育英財団事務局  宛 

（２）照会先及び連絡先      

  豊田信用金庫総務部総務課内 

               とよしん育英財団事務局 篠田・髙橋まで 

         ℡  ０５６５－３６－１３７７(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) 

                FAX ０５６５－３５－１７８４ 


